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(57)【要約】
【課題】陳列室を透明板を用いて略四角形状に構成する
場合にも視認性の良いショーケースを提供する。
【解決手段】少なくとも一対の透明な側面板７と、透明
な天井板９と、透明な正面板６とで覆われる陳列室２を
備えたショーケース１において、側面板７と天井板９と
正面板６とが当接する角部５１であって側面板７の内面
側に一対の保持具５０を備え、保持具５０は、天井板９
の前縁部９Ａを保持する第１保持部材６１と、正面板６
の上縁部を保持する第２保持部材７１を備えた。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一対の透明な側面板と、透明な天井板と、透明な正面板とで覆われる陳列室
を備えたショーケースにおいて、
　前記側面板と前記天井板と前記正面板とが当接する角部であって前記側面板の内面側に
一対の保持具を備え、
　前記保持具は、前記天井板の前縁部を保持する第１保持部材と、前記正面板の上縁部を
保持する第２保持部材を備えることを特徴とするショーケース。
【請求項２】
　前記第１保持部材は、前記第２保持部材の上端に至る位置まで延出して形成されている
ことを特徴とする請求項１に記載のショーケース。
【請求項３】
　前記第１保持部材は、前記天井板を保持する天井板保持爪を備え、
　前記第２保持部材は、前記正面板を保持する正面板保持爪を備えることを特徴とする請
求項１又は請求項２に記載のショーケース。
【請求項４】
　前記陳列室は、背面に商品を出し入れする扉を備えていることを特徴とする請求項１か
ら請求項３の何れか一項に記載のショーケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ショーケースに関するものであり、特に、透明板で陳列室を構成するショー
ケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、カフェやコンビニエンスストアなどの店舗に設置され、陳列室が透明板
で覆われており、正面視で陳列室内の商品を視認することが容易なショーケースが知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。
　この種のショーケースでは、正面板と天井板を別個の部材として陳列室を略四角形状に
構成するショーケースが知られている。この場合、天井板の前縁と正面板の上縁との当接
部にフレームを設けることで、天井板と正面板とを固定する必要があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２３９５９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、天井板の前縁と正面板の上縁との当接部にフレームを設ける場合、正面
視で当該ショーケースを見るときにフレームが視覚に入り、陳列室内の商品を視認しにく
いという問題がある。
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、陳列室を透明板を用いて略四角
形状に構成する場合にも視認性の良いショーケースを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明は、少なくとも一対の透明な側面板と、透明な天井
板と、透明な正面板とで覆われる陳列室を備えたショーケースにおいて、前記側面板と前
記天井板と前記正面板とが当接する角部であって前記側面板の内面側に一対の保持具を備
え、前記保持具は、前記天井板の前縁部を保持する第１保持部材と、前記正面板の上縁部
を保持する第２保持部材を備えることを特徴とする。
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【０００６】
　また、本発明は、前記第１保持部材は、前記第２保持部材の上端に至る位置まで延出し
て形成されていることを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明は、前記第１保持部材は、前記天井板を保持する天井板保持爪を備え、前
記第２保持部材は、前記正面板を保持する正面板保持爪を備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、前記陳列室は、背面に商品を出し入れする扉を備えていることを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ショーケースの陳列室を略四角形状に構成する場合に、視認性の良い
ショーケースを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係るショーケースの縦断面図である。
【図２】図１のショーケースを正面からみた模式図である。
【図３】図１のショーケースに係る常温陳列室を囲うガラス板を分解した斜視図である。
【図４】保持具の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
　図１は、ショーケース１の縦断側面図であり、図２は、ショーケース１を正面から見た
模式図である。なお、以下では、ショーケース１の正面から見た場合を基準として、上下
前後左右とする。
　本実施の形態に係るショーケース１は、陳列室として機能する常温陳列室２を上方に設
け、下方に冷却陳列室３を設けた、２段重ねのショーケースであり、例えばコンビニエン
スストア等の店舗に配置されて商品を陳列するものである。
　ショーケース１は、上方に設けられる常温陳列室２と、常温陳列室の下方に設けられる
冷却陳列室３と、冷却陳列室３の下方から背面側にかけて設けられ冷却陳列室３に冷気を
送るダクト４と、ダクト４の下方に位置する機械室５とで構成され、少なくとも最上段に
常温陳列室２が設けられ、その下方に冷却陳列室３が設けられる構成とされている。
【００１２】
　常温陳列室２は、透明なガラス板で構成される正面板６と、透明なガラス板で構成され
る側面板７と、透明なガラス板で構成される天井板９と、底板として機能する陳列室仕切
板１０とで囲われており、常温陳列室２の背面側には、商品を出し入れするための扉とし
て機能するスライド扉１１が設けられている。常温陳列室２は、スライド扉１１が閉めら
れた場合、密閉された空間となる。
　正面板６は、陳列室仕切板１０の前縁１０Ａに載置されている。
　天井板９の下側には、常温陳列室２を照らすＬＥＤ照明１２が設けられている。
　また、常温陳列室２内部の右側の側面板７の前方下部には、常温陳列室２内の温度を計
測する常温陳列室温度検出センサ１３が設けられている。
【００１３】
　冷却陳列室３は、前面に開口２１が設けられている陳列室であり、天板として機能する
陳列室仕切板１０と、側面板を構成し複層ガラスとして一体に形成される側面板７および
内側面板８と、底板２２と、背面板２３とで囲われている。
　底板２２および背面板２３は、冷却陳列室３とダクト４とを仕切る板である。
　冷却陳列室３の庫内には、冷却陳列室３を上下２段に分ける棚２９が設けられている。
　側面板７は、側面視略長方形の縦長のガラス板であり、常温陳列室２の側壁を構成する
とともに冷却陳列室３の側壁を構成している。内側面板８は側面板７とともに冷却陳列室
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３の側壁を構成しているが、常温陳列室２の側壁は構成しない。図２および図３に示すよ
うに、内側面板８の高さは、冷却陳列室３の高さと略等しくなるよう形成されている。ま
た、図３に示すように、側面板７は後述する支柱４０の外側面に固定され、内側面板８は
、その後端面を支柱４０の前側面に固定されることで冷却陳列室３の側壁を構成する。す
なわち、内側面板８の奥行きの長さは、支柱４０の奥行きの長さ分だけ側面板７の奥行き
の長さよりも短く形成されている。
　内側面板８の上面には、上部平坦部８Ａが形成されている。陳列室仕切板１０は、この
上部平坦部８Ａの上に載置されている。
　冷却陳列室３内部の右側の内側面板８の前方下部には、冷却陳列室３内の温度を計測す
る冷却陳列室温度検出センサ２８が設けられている。
【００１４】
　ダクト４は、冷却陳列室３の下方に設けられ、前後に延在する案内部４Ａと、冷却陳列
室３の背面側に設けられ、上下に延在する熱交換部４Ｂとで構成されている。ダクト４は
、断熱壁２０で囲われている。熱交換部４Ｂには、冷凍サイクルの冷媒回路を構成する蒸
発器２４が設けられている。熱交換部４Ｂの上部には、冷却陳列室３内に冷気を吐出する
冷気吐出口２５が形成されている。案内部４Ａの前端には、冷却陳列室３の前面の開口２
１の下縁より冷気を吸い込む冷気吸込口２６が形成されている。また、案内部４Ａの内部
には、冷気循環用送風機２７が設けられている。
【００１５】
　冷却陳列室３内の冷気は、冷気循環用送風機２７によって冷気吸込口２６よりダクト４
の案内部４Ａに吸い込まれ、蒸発器２４の方向に案内され、蒸発器２４と熱交換し冷却さ
れた冷気は、熱交換部４Ｂを上昇し、冷気吐出口２５から冷却陳列室３内に吐出され、ダ
クト４および冷却陳列室３を循環する。
【００１６】
　ショーケース１は、ショーケース１の下部に設けられる機械室５と、機械室５を構成す
る枠状のフレーム５Ａと、ショーケース１の背面側の両側部に設けられ、フレーム５Ａか
ら立設される左右２本の支柱４０と、で構成されている。
　機械室５の周囲は不図示の平板状のカバーで被覆されている。
　機械室５の内部には、蒸発器２４とともに冷凍サイクルの冷媒回路を構成する不図示の
圧縮機、凝縮器３１等が設けられる。
【００１７】
　ショーケース１の背面側の両側部には、側面視で略長方形状の縦長であり、中空の支柱
４０がそれぞれ設けられている。これら中空の左右の支柱４０は、所定の厚みを備えて構
成され、図２に示すように、縦方向に重ねて配置されている冷却陳列室３および常温陳列
室２にかけて、機械室５を構成する枠状のフレーム５Ａ上から立設されており、ショーケ
ース１を支えている。また、これら左右の支柱４０は、冷却陳列室３の背面側に設けられ
るダクト４を左右から挟むように、冷却陳列室３の背面側のダクト４と接触して設けられ
ている。
【００１８】
　図３は、常温陳列室２を囲う正面板６、側面板７、天井板９、およびこれらを保持する
保持具５０を示した分解斜視図である。図４は、保持具５０の拡大図である。
　本実施の形態において、図１、３に示すように、天井板９の前縁部９Ａと正面板６の上
縁部６Ａとの当接部にはフレームが設けられていないフレームレス構造となっている。ま
た、図２、３に示すように、天井板９の側縁部９Ｂと側面板７の上縁部７Ａとの当接部に
は、フレームが設けられていない。また、図３に示すように、側面板７の前縁部７Ｃと正
面板６の側縁部６Ｂとの当接部には、フレームが設けられていない。
　これらのフレームが設けられていない箇所は、コーキング材でシールされている。正面
板６、側面板７、天井板９は、いずれも透明なガラス板であるため、これらの当接部をコ
ーキング材でシールし、フレームレスに構成することで、ショーケース１の常温陳列室２
内および冷却陳列室３内に陳列される商品を視認し易くすることができる。
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【００１９】
　図３に示すように、側面板７と天井板９と正面板６とが当接する角部５１であって側面
板７の内面側には、一対の保持具５０が固定される。側面板７の前端上部には、保持具用
ねじ孔６０が設けられている。保持具５０は、この保持具用ねじ孔６０に側面板７の内側
から固定され、側面板７の外側から挿入されるねじ４５で固定される。
　以下、図３中の左側の保持具５０を例にとって保持具５０を説明する。なお、図３中の
左側の保持具５０と、図３中の右側の保持具５０とは左右が対称に構成されているため、
図３中の右側の保持具５０についての説明は省略する。
【００２０】
　図４に示すように、この保持具５０は、本体５２と、本体５２の上面に設けられる第１
保持部材６１と、本体５２の前面に設けられる第２保持部材７１とを備えて構成されてい
る。
　本体５２は、縦長の略直方体形状に構成され、側面板７の内側に密着する側面板平坦面
５３と、第１保持部材６１が設けられる上面平坦部５４と、第２保持部材７１が設けられ
る正面平坦部５５とを備えている。側面板平坦面５３には、側面板７の保持具用ねじ孔６
０を介してボルト４５、座金４６、ナット４７により保持具５０を側面板７に固定するた
めのねじ孔５６が設けられている。
【００２１】
　第２保持部材７１は、正面平坦部５５の上部に設けられ、側面視略コ字状に形成されて
いる。この第２保持部材７１は、正面平坦部５５の上部に設けられる正面板保持部７２と
、正面平坦部５５の上端から正面平坦部５５に対して垂直に延出する上縁押さえ部７３と
、上縁押さえ部７３の先端に形成され、上縁押さえ部７３から垂直下方向に形成される正
面板保持爪７４とを備えている。
　正面板保持部７２は、正面平坦部５５の上部に設けられているが、正面平坦部５５の下
端まで覆うように構成してもよい。
　上縁押さえ部７３の延出方向、すなわち奥行き方向の長さは、正面板６の厚さと略等し
く、正面板６の上縁部６Ａが第２保持部材７１に隙間なく嵌め込むことができるよう構成
されている。
　正面板保持爪７４は、第２保持部材７１に嵌め込まれた正面板６を保持するものである
。なお、正面板保持爪７４の高さ方向の長さは正面板６の大きさ等に応じて適宜に変更が
可能である。
【００２２】
　第１保持部材６１は、上面平坦部５４の上面に設けられ、第１保持部材６１の前端部は
、側面視略コ字状に形成されている。この第１保持部材６１は、第２保持部材７１の上端
に至る位置、すなわち上縁押さえ部７３の先端まで延出して形成されている。
　第１保持部材６１は、天井板保持部６２と、天井板保持部６２の先端から垂直上方向に
延出する前縁押さえ部６３と、前縁押さえ部６３の先端に形成され、前縁押さえ部６３か
ら垂直内側方向に形成される天井板保持爪６４とを備えている。
　天井板保持部６２は、上面平坦部５４の後端に至る位置まで形成されている。
　前縁押さえ部６３の延出方向の長さは、天井板９の厚さと略等しく、天井板９の前縁部
９Ａが第１保持部材６１に隙間なく嵌め込むことができるよう構成されている。
　天井板保持爪６４は、第１保持部材６１に嵌めこまれた天井板９を保持するものである
。なお、天井板保持爪６４の奥行き方向の長さは天井板９の大きさ等に応じて適宜に変更
が可能である。
【００２３】
　天井板保持部６２の奥行き方向の長さは、上縁押さえ部７３の奥行き方向の長さと略等
しく構成されている。そのため、第２保持部材７１に嵌め込まれる正面板６の上に第１保
持部材６１に嵌め込まれる天井板９を載せることができ、天井板９を正面板６で支えるこ
とができるため、簡易な構成である保持具５０を取付けるのみで正面板６、側面板７、天
井板９を保持できる。
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【００２４】
　次に、ショーケース１の組立てについて説明する。
　まず、側面板７の下縁７Ｂおよび内側面板８の下縁８Ｂを、機械室５を構成する枠状の
フレーム５Ａの上面の溝に嵌合する。側面板７の後縁は、ショーケース１の支持構造を構
成する支柱４０の外側面から支柱４０に固定し、内側面板８の後縁を、支柱４０の前側面
に固定する。
　陳列室仕切板１０を、内側面板８の上部平坦部８Ａに載置する。これにより、内側面板
８と、天井板として機能する陳列室仕切板１０と、底板２２と、背面板２３と、で囲われ
る冷却陳列室３が形成される。
【００２５】
　次に、図３に示すように、側面板７と保持具５０とを、側面板平坦面５３を側面板７の
内側に密着させ、保持具用ねじ孔６０をねじ孔５６の位置にあわせ、側面板７の外側から
ボルト４５を締めることで、固定する。
　正面板６を、図１に示すように陳列室仕切板１０の前縁１０Ａに載せて支え、この正面
板６の上縁部６Ａを、図４に示す保持具５０の上縁押さえ部７３に嵌め込む。天井板９の
前縁部９Ａを、保持具５０の前縁押さえ部６３に嵌め込む。このとき、天井板９の前縁部
９Ａは、正面板６の上縁部６Ａ上に載ることとなり、天井板９は、保持具５０に支えられ
るとともに、正面板６によっても支えられる。
　常温陳列室２は、側面板７と、天井板９と、底板として機能する陳列室仕切板１０と、
背面を覆うスライド扉１１とで囲われる。
　側面板７を、側面板７に設けられる孔６５を介して陳列室仕切板１０に固定する。
【００２６】
　天井板９の前縁部９Ａと正面板６の上縁部６Ａとの当接部、および天井板９の側縁部９
Ｂと側面板７の上縁部７Ａとの当接部、および側面板７の前縁部７Ｃと正面板６の側縁部
６Ｂとの当接部には、フレームを設けていない。
　これらのフレームが設けられていない箇所に、コーキング材でシールする。
【００２７】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、少なくとも一対の透明な側面板７と、透
明な天井板９と、透明な正面板６とで覆われる常温陳列室２を備えたショーケース１にお
いて、側面板７と天井板９と正面板６とが当接する角部５１であって側面板７の内面側に
一対の保持具５０を備え、保持具５０は、天井板９の前縁部９Ａを保持する第１保持部材
６１と、正面板６の上縁部６Ａを保持する第２保持部材７１を備えた。
　この構成によれば、側面板７に保持される保持具５０が天井板９の前縁部９Ａおよび正
面板６の上縁部６Ａを保持するため、天井板９の前縁部９Ａと正面板６の上縁部６Ａとの
当接部にフレームを設けることなく側面板７と天井板９と正面板６とを保持することがで
き、略四角形状の陳列室の正面板と天井板との当接部にフレームを設けない陳列室を提供
できる。
　また、これら側面板７と天井板９と正面板６とは透明板であるため、天井板９の前縁部
９Ａと正面板６の上縁部６Ａとの当接部にフレームを設けないことで常温陳列室２内を視
認し易く、また、常温陳列室２内を広く見せることができる。
　また、本実施の形態に係る一対の保持具５０を設けるのみという簡単な構成でこれらの
効果を実現できる。
【００２８】
　また、本実施の形態によれば、保持具５０には、上面平坦部５４および正面平坦部５５
が形成され、第１保持部材６１は、上面平坦部５４に設けられ、第２保持部材７１は、正
面平坦部５５に設けられ、第１保持部材６１は、第２保持部材７１の上端に至る位置まで
延出して形成されている。
　この構成によれば、第１保持部材６１に保持される天井板９の前縁部９Ａが第２保持部
材７１に保持される正面板６の上縁部６Ａの上方に配置され、正面板６の上縁部６Ａに天
井板９の前縁部９Ａが載ることになる。そのため、天井板９は、保持具５０に支えられる
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とともに、正面板６によっても支えられ、保持具による簡易な構成のみによっても、天井
板９と正面板６と側面板７とを安定して固定できる。
【００２９】
　また、本実施の形態によれば、第１保持部材６１は、天井板９の前縁部９Ａを保持する
天井板保持爪６４を備え、第２保持部材７１は、正面板６の上縁部６Ａを保持する正面板
保持爪７４を備える。
　第１保持部材６１は、天井板保持爪６４により側面視略コ字状とされ、天井板９の前縁
部９Ａは、第１保持部材６１に嵌め込まれることで保持具５０に保持される。第２保持部
材７１は、正面板保持爪７４により側面視略コ字状とされ、正面板６の上縁部６Ａは、第
２保持部材７１に嵌め込まれることで保持具５０に保持される。
　そのため、第１保持部材６１による天井板９の前縁部９Ａの保持、および第２保持部材
７１による正面板６の上縁部６Ａの保持に際して、ボルト等のガラス板を貫通する部品で
固定する必要がなく、透明なガラス板である天井板９および正面板６の製造に工数をかけ
ることがない。
　また、第１保持部材６１による天井板９の前縁部９Ａの保持、および第２保持部材７１
による正面板６の上縁部６Ａの保持に際して、接着剤等の他の材料を必要とせず、組立も
容易である。
　このような簡易な構成においても、第１保持部材６１により天井板９を安定して保持で
き、第２保持部材７１により正面板６を安定して保持できる。
【００３０】
　なお、第１保持部材６１は必ずしも側面視略コ字状で天井板保持爪６４を備えていなく
ともよく、また、第２保持部材７１は必ずしも側面視略コ字状で正面板保持爪７４を備え
ていなくともよい。保持具５０によって正面板６を保持具５０の正面側に保持又は固定で
き、天井板９を保持具５０の上側に保持又は固定できるものであれば、例えばねじ止めや
接着剤による固定など、他の方法でもよい。
【００３１】
　また、本実施の形態によれば、常温陳列室２の背面には、商品を出し入れするスライド
扉１１が設けられている。
　常温陳列室２の背面にスライド扉１１を備えるショーケース１であるため、接客者はシ
ョーケース１の背面に位置して商品を取り出す等して接客を行う。購入者は、ショーケー
ス１の正面側に位置することとなり、常温陳列室２をショーケース１の正面視で見ること
となるため、保持具５０により正面からの視認性を向上させたショーケース１の利点をよ
り発揮することができる。
【００３２】
　なお、本実施の形態では扉としてスライド扉１１を備えているが、必ずしもスライド扉
に限るものではなく、観音開き式の扉であるなど、他の形式の扉であってもよい。
【００３３】
　以上、一実施の形態に基づいて本発明を説明したが、本発明はこの実施形態に限定され
るものではない。あくまでも本発明の一実施の態様を例示するものであるから、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で任意に変更、及び応用が可能である。
【符号の説明】
【００３４】
　１　ショーケース
　２　常温陳列室（陳列室）
　３　冷却陳列室
　４　ダクト
　４Ａ　案内部
　４Ｂ　熱交換部
　５　機械室
　５Ａ　フレーム
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　６　正面板
　６Ａ　上縁部
　７　側面板
　８　内側面板
　９　天井板
　９Ａ　前縁部
　１０　陳列室仕切板
　１１　スライド扉（扉）
　２０　断熱壁
　２２　底板
　２３　背面板
　２４　蒸発器
　３１　凝縮器
　４０　支柱
　５０　保持具
　５１　角部
　５２　本体
　５３　側面板平坦面
　５４　上面平坦部
　５５　正面平坦部
　５６　ねじ孔
　６１　第１保持部材
　６２　天井板保持部
　６３　前縁押さえ部
　６４　天井板保持爪
　７１　第２保持部材
　７２　正面板保持部
　７３　上縁押さえ部
　７４　正面板保持爪
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